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電 気 工 事 業 の 立 入 検 査 結 果
（平 成 １ ７ 年 度 ～ ２ １ 年 度 ）

平 成 ２ ２ 年 ９ 月 １ １ 日

電 力 安 全 課 電 気 業 務 係

１ ． 目 的

電気 工 事 業 の 業 務 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 以 下 、「 電 気 工 事 業 法 」

と い う 。） 第 ２ ９ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 関 東 東 北 産 業 保 安 監 督 部 東 北

支 部 所 管 の 電 気 工 事 業 者 に 対 し て 立 入 検 査 を 実 施 す る こ と に よ り 、

業 務 の 改 善 を 指 示 す る と と も に 業 務 の 適 正 化 を 図 り ま す 。

２ ． 立 入 検 査 結 果

検査結果

○ 現 状 と 傾 向

電 気 工 事 業 を 営 む 者 は 電 気 工 事 業 法 を 遵 守 す る こ と が 必 要 で す 。

し か し 、 電 気 工 事 業 者 と し て 登 録 又 は 届 出 を し 、 業 務 を 行 っ て い る

に も 関 わ ら ず 、 表 １ 及 び 表 ２ の よ う に 不 良 事 項 が 見 受 け ら れ ま す 。

中 で も 、 特 に 目 立 っ た 事 案 と し て は 以 下 の ２ 点 が 上 げ ら れ ま す 。

１ ． 法 第 ２ ２ 条

電 気 工 事 を 当 該 電 気 工 事 を 営 む 電 気 工 事 業 者 で な い 者 に 請 け 負 わ

せ て は な ら な い 。

２ ． 法 第 ２ ６ 条

営 業 所 毎 に 帳 簿 を 備 え 、 必 要 な 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。

一 注 文 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所

二 電 気 工 事 の 種 類 及 び 施 工 場 所

三 施 工 年 月 日

四 主 任 電 気 工 事 士 等 及 び 作 業 者 の 氏 名

五 配 線 図

六 検 査 結 果

上 記 ２ 件 の う ち 法 第 ２ ６ 条 に つ い て は 毎 年 指 摘 を 行 っ て い る 他 、

法 第 ２ ２ 条 も 多 い 状 況 と な っ て い る 。
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表 １ 検 査 結 果 そ の １

表 ２ 検 査 結 果 そ の ２

参照 不良件数（件）

17fy 18fy 19fy 20fy 21fy 小計

① 法第19条 主任電気工事士を設置しているか ２ ２

② 法第20条 主任電気工事士の作業管理が十分であるか ３ ６ ４ ２ １５

③ 法第21条 電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させて
いないか

３ ４ １ ３ １１

④ 法第22条 請け負った電気工事を当該電気工事業を営む電気工事
業者でない者に請け負わせていないか

８ ８ １０ ３ ２９

⑤ 法第23条 電気用品安全法の表示の付されていない電気用品を使
用していないか

２ ４ ５ １ １２

⑥
法第24条
規則第11条

経済産業省令で定める器具を備えているか ４ ２ １ １ ８

⑦
法第25条
規則第12条

標識を掲示しているか ７ ４ １ １２

⑧
法第26条
規則第13,13の2条

経済産業省令で定める事項を記載した帳簿を備え、保
存しているか

２４ ８ １８ １ ６ ５７

⑨
法第34条
規則第24,25,26条 登録(通知、届出)事項に誤りがないか １３ ２ １ １ １７

合 計 ６６ ３４ ４４ １ １８ １６３

主任電気工事士の設置

主任電気工事士の管理

電気工事士の従事

下請け業者の確認

電気用品の確認

器具の備え付け

標識の掲示

帳簿の不備、内容不備

登録事項の誤り
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３ ． 問 題 点 （ 多 い 事 例 ）

○法第 ２ ２ 条 （ 下 請 け の 確 認 ）

・ 電 気 工 事 を 請 け 負 わ せ る 相 手 先 に つ い て 、 長 年 の 付 き 合 い の 関 係

等 か ら あ え て 確 認 す る こ と を し て い な い 。

・ 建 設 業 法 上 の 業 種 及 び 番 号 は 確 認 し て い て も 、 電 気 工 事 業 の 登 録

又 は 届 出 等 の 状 況 （ 番 号 等 ） ま で は 未 確 認 。

○ 法 第 ２ ６ 条 （ 帳 簿 の 記 載 事 項 不 備 ）

一 注 文 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所

・ 注 文 者 の 氏 名 又 は 名 称 は 記 載 し て い て も 、住 所 の 記 載 が な い 。

二 電 気 工 事 の 種 類 及 び 施 工 場 所

・ 電 気 工 事 の 種 類 が 不 明 で あ る ほ か 、 自 家 用 電 気 工 作 物 、 一 般

用 電 気 工 作 物 を 区 別 せ ず に 管 理 し て い る 。

三 施 工 年 月 日

・ 施 工 の 終 了 日 の 記 載 は あ る が 、 施 工 期 間 中 に つ い て の 記 載 が

な い 。

四 主 任 電 気 工 事 士 等 及 び 作 業 者 の 氏 名

・ 社 員 で あ る こ と は 確 か だ が 、 工 事 を 担 当 し た 作 業 者 を 把 握 し

て な い 他 、 記 載 も し て い な い 。

五 配 線 図

・ 短 時 間 の 工 事 の た め 特 に 必 要 が な い と 判 断 し 、 記 載 し て い な

い 。

六 検 査 結 果

・ 検 査 を 実 施 し た 者 の 氏 名 が あ る が 、 合 否 に つ い て の 記 載 が な

い 。

そ の 他

・ 数 年 前 に 同 営 業 所 で 指 導 を 受 け て い る 、 若 し く は 会 社 内 の 他 の 営 業 所

で 指 導 を 受 け て い る に も 関 わ ら ず 、 指 導 内 容 が 改 善 さ れ て い な い 。

４ ． 今 後 の 注 意

電 気 工 事 業 は 電 気 工 事 業 法 を 遵 守 す る こ と に よ り 、 電 気 工 事 （ 一 般

用 電 気 工 作 物 、自 家 用 電 気 工 作 物 ）の 保 安 を 確 保 す る 必 要 が あ り ま す 。

今 後 も 東 北 支 部 で は 管 内 に あ る 営 業 所 等 に 対 し て 、 計 画 的 に 検 査 を

実 施 す る こ と で 電 気 工 事 業 者 の 改 善 及 び 保 安 の 確 保 を 維 持 す る よ う 指

導 し て い き ま す 。

電 気 工 事 業 者 は 関 係 法 令 を 遵 守 す る と と に 、 上 記 の 問 題 点 を 参 考 に

今 後 も 適 正 な 業 務 の 実 施 を お 願 い い た し ま す 。


